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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

18の２－ロ 18の２－ロ 18の２－ロ 18の２－イ 18の２－ロ
冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の

種 類 用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設 用に供する原料処理施 用に供する湯煮施設
(17) (18－①、②) (19) 設(20－①～③) (21)

１／２ホテルパン能 力 ２トン／日 ２トン／日 同左 ３トン／日40段／回

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 1.0 1.5 2.0 3.0 1.0 1.5 3.0 4.5 1.0 1.5
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 300 400
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 200 300

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 200 300
同左 同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 50 70

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 30 40

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 3 4

大腸菌群数（個／㎤） － －

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
備考２ 冷凍調理食品製造業の用に供する湯煮施設(18－①、②)の汚水等の量は、２基の合計を示す。冷凍調理食品製造業の用に供する原料処理施設(20－①～③)の汚水

等の量は、３基の合計を示す。
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区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

18の２－ハ 18の２－イ 18の２－イ 18の２－イ 18の２－イ
冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の

種 類 用に供する洗浄施設 用に供する原料処理施 用に供する原料処理施 用に供する原料処理施 用に供する原料処理施
(22) 設(23) 設(24) 設(25) 設(26)

能 力 ２トン／日 ５玉／分 230kg／時間 3,000個／時間 1,500個／時間

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 5.0 8.0 2.0 3.0 1.0 1.5 2.0 3.0 1.5 2.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8 6～8 6～8 6～8 6～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 600 750 1,200 1,500 1,700 2,130
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 250 320 300 380 450 570

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 300 380 450 570 500 630
同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 180 230 350 440 450 570

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 40 50 50 70 70 90

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 10 13 12 15 16 20

大腸菌群数（個／㎤） － － － － － －

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

18の２－イ 18の２－イ 18の２－イ 18の２－イ 18の２－イ
冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の

種 類 用に供する原料処理施 用に供する原料処理施 用に供する原料処理施 用に供する原料処理施 用に供する原料処理施
設(27) 設(28) 設(29) 設(30) 設(31)

能 力 70Ｌ／回 214Ｌ／回 30kg／回 140Ｌ／回 10玉／分

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 6.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 1,200 1,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 300 380

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 450 570
同左 同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 350 440

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 50 70

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 12 15

大腸菌群数（個／㎤） － －

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

18の２－イ 18の２－イ
冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の

種 類 同左 同左用に供する原料処理施 用に供する原料処理施
設(４－①、②) 設(５－①、②)

２枚刃 0.5～40mm能 力 同左 50枚／分 同左１枚刃 2.0～80mm

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 4.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 1,200 1,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 300 380

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 450 570
同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 350 440

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 50 70

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 12 15

大腸菌群数（個／㎤） － －

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
備考２ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設(４－①、②)及び(５－①、②)の汚水等の量は、２基の合計を示す。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

18の２－ロ 18の２－ロ 18の２－ハ 18の２－ハ
冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の

種 類 用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設 用に供する洗浄施設 用に供する洗浄施設
(６－①～③) (６－①～④) (７－①～⑤) (７－①～⑧)

能 力 200Ｌ／バッチ 同左 0.23㎥ 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 12.0 15.0 16.0 20.0 22.0 28.0 35.2 44.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8 6～8 6～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 1,700 2,130 600 750
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 450 570 250 320

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 500 630 300 380
同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 450 570 180 230

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 70 90 40 50

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 16 20 10 13

大腸菌群数（個／㎤） － － － －

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
、 。 、備考２ 冷凍調理食品製造業の用に供する湯煮施設(６－①～④)の汚水等の量は ４基の合計を示す 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設(７－①～⑧)の汚水等の量は

８基の合計を示す。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

18の２－ハ 18の２－ハ 18の２－ハ
冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の

種 類 同左用に供する洗浄施設 用に供する洗浄施設 用に供する洗浄施設
(８) (８－①、②) (11)

能 力 120Ｌ／分×0.15MPa 同左 10,000枚／時間 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 15.0 19.0 2.0 4.0 40.0 50.0 10.0 12.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 600 750
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 250 320

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 300 380
同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 180 230

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 40 50

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 10 13

大腸菌群数（個／㎤） － －

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
備考２ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設(８－①、②)の汚水等の量は、２基の合計を示す。

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

18の２－ハ 18の２－ハ 18の２－ハ
冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の

種 類 同左用に供する洗浄施設 用に供する洗浄施設 用に供する洗浄施設
(12) (13) (13－①～④)

能 力 0.22㎥ 同左 0.53㎥ 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左 同左 許可後直ちに
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 6.0 7.0 6.5 7.0 10.0 12.0 40.0 42.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 600 750
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 250 320

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 300 380
同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 180 230

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 40 50

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 10 13

大腸菌群数（個／㎤） － －

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
備考２ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設(13－①～④)の汚水等の量は、４基の合計を示す。
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区 分 変 更 前 変 更 後 廃 止 廃 止

18の２－ハ 18の２－ハ 18の２－ハ 18の２－ハ
冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の 冷凍調理食品製造業の

種 類 用に供する洗浄施設 用に供する洗浄施設 用に供する洗浄施設 用に供する洗浄施設
(15) (15－①、②) (10) (16)

能 力 195秒／ラック 同左 6,000枚／時間 －

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 4.0 5.0 8.0 10.0 23.0 29.0 2.0 3.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 600 750
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 250 320

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 300 380
同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 180 230

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 40 50

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 10 13

大腸菌群数（個／㎤） － －

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
備考２ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設(15－①、②)の汚水等の量は、２基の合計を示す。

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



(4) 汚水等の処理施設に関する事項
変更なし

(5) 排水口に関する事項
変更なし

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和４年８月26日から同年９月16日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び笠岡市役所

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

辞
退
年
月
日 

渡
辺
薬
局 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
堀
南
七
三
五
―
七 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

ア
キ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
中
央
三
―
一
一
―
一
〇
二 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
三
十
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第

号

三
百
六
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
の
区
域
内
に

。

お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
を
解
除
す
る

な
る
自
然
現
象
の
種
類

区
域

二
〇
二
Ｋ
玉
島
八
島
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
を
解
除
す
る
区

な
る
自
然
現
象
の
種
類

域
及
び
法
第
九
条
第

二
項
括
弧
書
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒

区
域
等
に
お
け
る
土

砂
災
害
防
止
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四

号
）
で
定
め
る
衝
撃

に
関
す
る
事
項

二
〇
二
Ｋ
玉
島
八
島
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



◎
岡
山
県
告
示
第

号

三
百
六
十
三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
〇
二
Ｋ
玉
島
八
島
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



三
百
六
十
四
号

◎
岡
山
県
告
示
第

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
笠
岡
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
〇
五
Ｋ
笠
岡
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
中
県
民
局
建
設
部
井
笠
地
域
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



◎
岡
山
県
告
示
第

号

三
百
六
十
五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
社

。

市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｄ
日
羽
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｄ
日
羽
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｄ
日
羽
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｄ
日
羽
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域
及
び
法

な
る
自
然
現
象
の
種
類

第
九
条
第
二
項
括
弧

書
に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等
に

お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号
）
で
定

め
る
衝
撃
に
関
す
る

事
項

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
一
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｋ
日
羽
〇
二
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｄ
日
羽
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
八
Ｄ
日
羽
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
四
二
四
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。 

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

調
達
件
名
及
び
数
量 

 
 

令
和
四
年
度
岡
山
県
全
庁
共
通
シ
ス
テ
ム
更
新
業
務 

一
式 

二 

契
約
期
間 

    

令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日 

五 

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

株
式
会
社
オ
ー
ビ
ス 

 
 

岡
山
市
北
区
大
内
田
六
七
五
番
地 

六 

落
札
金
額 

一
月
当
た
り
一
、
六
九
一
、
三
六
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
五
三
、
七
六
〇
円
） 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
日 
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〔
四
二
五
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

リ
ブ
総
社
店

所
在
地

総
社
市
門
田
字
元
屋
敷
一
八
七
番
地

ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
十
三
番
十
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

野
口

重
明

名
称

協
同
組
合
リ
ブ

住
所

総
社
市
門
田
一
八
七
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
理
事

永
田

真
一

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

野
口

重
明

ほ
か
二
十
二
者
（
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
）

（
変
更
後
）

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

野
口

重
明

ほ
か
十
六
者
（
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
）

４

変
更
年
月
日

令
和
四
年
四
月
三
十
日
ほ
か

二

届
出
年
月
日

令
和
四
年
八
月
十
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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〔
四
二
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

上
原
井
領
土
地
改
良
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

退
任
及
び
就
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

退
任
役
員 

 
 

就
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
監 

 
 

氏 
 

名 
 

 
氏 

 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
の
別 

  

小
堀 

隆
信 

 
 

 
 

   
 

 
 

倉
敷
市
真
備
町
辻
田
一
三
八
一 

 
 

        
 

  

監 

事 
                

三
宅 

 
宏  

 

〃 
 

〃 
 

岡
田
二
九
九
―
一           

 
 

 

監 

事 
                

木
口 

昌
宜 

  
〃 

 

〃 
 

川
辺
六
一
二 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

理 

事 
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〔
四
二
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
境
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
八
月
十
五
日
か
ら
同

年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
四
二
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
四
百
間
七
一
九
―
九
、
七
二
一
―
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
南
区
西
市
二
五
二
―
一
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
西
市
駅
前
四
〇
七 

柿
山 

訓
宏 

柿
山 

柚
月 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
六
月
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
九
九
号 

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



〔
四
二
九
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

岡
山
県
統
合
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
保
守
運
用
業
務

二

契
約
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
会
計
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
中
国

岡
山
支
店
長

河
野

恵

岡
山
県
岡
山
市
北
区
表
町
一
丁
目
五
番
一
号

六

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

三
六

五
九
二

六
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

三
二
六

六
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め
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〔
四
三
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
警
察
高
度
警
察
情
報
通
信
基
盤
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
機
器
等
の
借
入
れ

一
式

二

借
入
期
間

令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
二
月
二
十
九
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
八
月
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
二
番
五
号

六

落
札
金
額

）

一
月
当
た
り
一
、
七
一
七
、
三
二
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
五
六
、
一
二
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
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〔
四
三
一
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

指
掌
紋
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
借
入

一
式

二

借
入
期
間

令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
刑
事
部
鑑
識
課

岡
山
市
北
区
富
田
町
一
丁
目
三
番
二
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
八
月
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
二
番
五
号

六

落
札
金
額

）

一
月
当
た
り
四
、
九
八
九
、
八
二
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四
五
三
、
六
二
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
四
年
六
月
十
四
日

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
一
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
八
月
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
病
院
の
項
中 

  

    

    

医
療
法
人
弘
友
会
泉
リ
ハ
ビ

リ
セ
ン
タ
ー 

医
療
法
人
社
団
菅
病
院
介
護

医
療
院 

 医
療
法
人
弘
友
会
泉
リ
ハ
ビ

リ
セ
ン
タ
ー 

総
社
市
小
寺
九
九
五
―
一 

井
原
市
井
原
町
一
二
四 

 総
社
市
小
寺
九
九
五
―
一 

  
 

 

 

「 「 

を に
改
め
る
。 

」 」 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

井
原
歯
科
医
師
連
盟

三

宅

教

夫

三

宅

教

夫

井
原
市
井
原
町
一
三
九
九

一

令
和
四

・

七
・
一
一

－

笠
岡
・
小
田
歯
科
医
師
連
盟

大

出

徹

大

出

徹

笠
岡
市
吉
田
字
山
之
神
二
二
八
七

三

〃

〃

－

勝
英
歯
科
医
師
連
盟

小
坂
田

靜

二

鳥

越

二

郎

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
一
七
八

〃

〃

寺
坂
の
り
子
後
援
会

寺

坂

典

子

土

居

千
賀
子

津
山
市
日
本
原
三
三
二

〃

七
・
二
七

平
岡
え
り
こ
後
援
会

三

島

昭

彦

平

岡

賢

治

都
窪
郡
早
島
町
若
宮
三
五
四
一

一

〃

七
・

四

－

御
津
歯
科
医
師
連
盟

中

川

清

志

中

川

清

志

岡
山
市
北
区
辛
川
市
場
三
〇
九

一

〃

七
・
一
一

－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

公
明
党
東
備
総
支
部

治

徳

義

明

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
山
陽
三

二

一
七

備
前
市
香
登
本
四
八

七

令
和
四

・

七
・
一
六

－
－

－

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

治

徳

義

明

掛

谷

繁

〃

〃

自
由
民
主
党
岡
山
県
タ
ク
シ

永

山

久
仁
彦

〃

永

山

久
仁
彦

梶

川

政

文

〃

六
・
二
九

ー
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
宅
建
支

住

田

典

聡

〃

住

田

典

聡

山

上

健

一

〃

五
・
二
四

部〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

太

田

信

司

山

上

健

一

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

岡
山
県
宅
建
政
治
連
盟

住

田

典

聡

代
表
者
の
氏
名

住

田

典

聡

山

上

健

一

令
和
四

・

五
・
二
四

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

太

田

信

司

山

上

健

一

〃

〃

お
か
や
ま
未
来
プ
ロ
ジ
ェ
ク

中

島

純

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
昭
和
町
七

三

三
〇
二

岡
山
市
北
区
奉
還
町
四

一
二

一

五
〇
六

〃

七
・
一
三

－
－

－
－

－

ト小
野
田
き
み
後
援
会

小
野
田

紀

美

〃

〃

〃

西
古
松
二

二

二
七
オ
ム
Ⅰ
ビ

〃

南
区
西
市
三
〇
一

四

〃

七
・
一
五

－
－

－

ル
一
階

参
政
党
岡
山
支
部

寺

田

宗

清

〃

〃

〃

金
山
寺
四

一

〃

北
区
大
井
二
二
三
六

二

〃

七
・
二
二

－
－

や
ぶ
う
ち
靖
後
援
会

西

崎

基

裕

代
表
者
の
氏
名

西

崎

基

裕

杉

原

正

英

〃

七
・
一
〇

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

梅

原

真

美

中

崎

一

志

〃

〃
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
四
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

解
散
年
月
日 

 

掛
谷
繁
後
援
会 

     

掛 

谷 
 

 

繁 

 

令
和
四 

・ 

七
・
一
九 

  

令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号令和４年８月２６日　岡山県公報　第１２４２５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

掛

谷

繁

掛
谷
繁
後
援
会

令
和
四

・

七
・
一
九
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